
令和

退職した方がいたら（一括徴収の場合）･････
１　退職した方の退職後の特別徴収税額を、退職時の給与や退職金等から引き去りし、まとめて納入することを一括徴収といいます。
２　６月から１２月までに退職した場合は、本人の申し出により一括徴収することができます。
３　１月から４月までに退職した場合は、本人の申し出に関わらず一括徴収することが地方税法上義務付けられています。

記載例
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